
令和７年４月１日から 

入院時の食事代が変更になります。 

 

総  額 

令和７年 

３月３１日まで 

令和７年 

４月１日から 

６７０円 ６９０円 

 

［入院時１食あたりの自己負担額］ 

区分 
令和７年 

３月３１日まで 

令和７年 

４月１日から 

①  一般の方 ４９０円 ５１０円 

②  
住民税非課税の世帯に属す

る方（③を除く） 
２３０円 ２４０円 

③  
②のうち、所得が一定基準

に満たない方など 
１１０円 １１０円  

（変更なし） 

 

※②、③に該当する方は、加入されている医療保険の保険者が発行する限度額適用認

定証（70歳未満の方）や減額認定証（70歳以上の方）を被保険者証に添えて医療機

関の窓口に提出してください。 

 

詳しくは、現在加入されている医療保険の保険者（健康保険組合、全国健康保険協会、 

国民健康保険組合、共済組合、市町村の国民健康保険取り扱い窓口など）までお問い 

合わせください。 

 

当院に入院中または入院予定の方は１階⑩入院手続き案内窓口または②入退院会計

でおうかがいします。 

 

令和７年３月 八尾徳洲会総合病院 


